
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
播磨わくわく出前講座は、住民の皆さんが主催する会合や催しに町職員や専門家が出向き、町政の現状や 

くらしの中で知っていると役立つ内容の講座を行います。講座を受講することにより、まちづくりについて 

理解を深めていただき、住民と行政が協働して、住みよいまちをつくることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役場職員以外の講師が担当する講座もあります 

次の講座は警察官（加古川警察署）による講座です。以下の条件がありますので、ご注意ください。 

講座1-⑧ 「振込詐欺のはなし」 、 講座1-⑨ 「交通ルール・マナーのはなし」 

▶団体  15人以上の団体・グループ ▶時間  平日の午前10時から午後５時までの間で２時間以内 

 

播磨わくわく出前講座申込書 
 

希望の講座 講座番号 － 講座名 参加予定人数 人 

 

希望の日時 
６ヵ月以上先の日付は 

ご遠慮ください。 

第１希望 令和    年    月    日（   ）   時    分～    時    分 

第２希望 令和    年    月    日（   ）   時    分～    時    分 

第3希望 令和    年    月    日（   ）   時    分～    時    分 

講座の会場 電話 

申請者 

〔団体・グループ名〕 

〔代表者・申請者〕 氏名 

住所 〒 

 
 

電話 

 

備 考 

内容について要望があればご記入ください 

 令和8年度版 

問合せ・申込み  

企画課 
申し込み前に電話などでご相談いただければ、日程調整がスムーズに進みます。 

０７９（４３５）０３５６ ０７９（４３５）０６０９ 

＜申し込みできる方は＞ 

原則として、町内に在住、通学、通勤している 

５人以上の団体・グループなら誰でも申し込みでき

ます。（外部講師講座1-⑧、1-⑨を除く） 

＜申し込み方法は＞ 

実施日の1ヵ月前までに、播磨わくわく出前講座申

込書を企画課へ提出してください。（申し込みは、

6ヵ月前から可能）詳しくは下記をご覧ください。 

＜開催時間と場所は＞ 

平日・休日を問わず、午前９時から午後９時までの

間で２時間以内（外部講師講座1-⑧、1-⑨を除

く）とし、開催場所は、公共施設・集会施設など

で、町内に限らせていただきます。 

＜会場の手配は＞ 

この講座は、住民の皆さんが主催する催しに、 

講師を派遣する制度です。会場の手配や催しの周 

知、当日の進行などは、主催者側でお願いします。 

＜講師料は＞ 

講師料は無料ですが、講座によっては、材料費や

資料代などが必要になる場合があります。 

＜利用できない場合は＞ 

①公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するお

それのあるとき。 

②政治、宗教または営利を目的とした催しなどを行

うおそれのあるとき。 

③企業活動（社員研修など）を目的とするとき。 

④播磨わくわく出前講座の目的に反しているとき。 

＜注意事項＞ 

①この講座は、苦情などをお聞きする場ではありま

せん。 

②講座の時間は、当初予定した時間内に終わるよう

にお願いします。 

③その場で説明できない内容がある場合も予想され

ますので、ご了承ください。 



令和８年度講座メニュー ※第 5 次播磨町総合計画の「基本政策の３つの柱」に合わせて構成しています。 
 

①防災のはなし（危機管理課） 

被害を最小限にくい止めるために普段からしておくことは？  災

害が起こったらまず何をすればいいの？ など防災関連のはなし 

 

 

③かしこい消費者になろう！（産業環境課） 

最近の消費生活相談事例を交えながら、契約トラブルに遭わな

いためのポイントをわかりやすくご説明します 

 

 

⑦福祉のはなし（保険課・健康福祉課・こども課） 

聞きたい福祉制度は？  A～Dから選択してください 

A 高齢福祉 B 障害福祉 C 児童母子福祉 D地域福祉（地域のつな 

がりについて）

 

 

⑤わかりやすい「介護保険」（保険課） 

「介護保険」の仕組みと手続き 

⑨交通ルール・マナーのはなし（危機管理課：外部講師） 

交通事故にあわないための自転車・歩行に関する交通のはなし

 

 

 

 

 
 

 

①都市計画って何？（都市計画課） 

まちの都市計画の現状とまちづくりの取り組みについて 
 

 

 

 

③道路のはなし（土木課） 

道路の役割って？など道路関連のはなし 

⑤水ができるまで（上下水道課） 

こうやって飲み水ができるんだ！～取水井から浄水施設の紹介～

①これからのまちづくり（企画課） 

今後めざすまちの姿を示した第 5 次播磨町総合計画を、まちづ

くりカードゲームを使って楽しく学ぼう 

 

⑫家庭教育の充実をめざして（地域学校教育課） 

少年の健全育成のために、家庭・地域の果たす役割について 

 

③統計調査って何？（企画課） 

どんな調査があるの？何に役立つの？ 

⑭ みんなで守ろう！子どもの権利（こども課） 

大人も子どももみんなで子どもの権利について学ぼう 

⑤公共施設の現状とこれから（営繕課） 

播磨町公共施設等総合管理計画についてご説明します 

⑯みんなのスポーツ（協働推進課） 

誰もができるスポーツなどをみんなで体験しよう！ 

⑦「情報公開」「個人情報保護」って何？（総務課） 

情報公開条例、個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく

両制度について 
 

 

⑨いじめ、不登校を考える（地域学校教育課） 

学校におけるいじめや不登校の現況についての説明と、解決に向

けた取り組みや関係機関との連携協力について

 

⑱知っておきたい「大中遺跡」と「播磨町の偉人」（郷土資料館） 

国指定史跡「大中遺跡」や、江戸時代に活躍した「ジョセフ・ヒ

コ」「今里傳兵衛」「梅谷七右衛門清政」について、わかりやす 

くご説明します

  

⑲手作りメニュー 

上記以外に聞きたい講座をリクエストしたり、複数の講座を組

み合わせることも可 

⑧税金のはなし（税務課） 

町税はどんな仕組みなの？どんな計算でこうなるの？ 

⑰はじめよう  りきまずゆるり、まちづくり（協働推進課） 

わたしたちの未来のため、人と人がつながって、みんなで力を合わ

せる「協働のまちづくり」について、一緒に考えてみませんか？ 

⑥選挙のしくみ（総務課） 

あなたの１票を大切に…いろいろな投票方法について 

⑮人権ビデオフォーラム（地域学校教育課） 

人権啓発ビデオを見て語り合おう 

④まちの台所事情（総務課） 

予算や決算など、まちのお金のはなし 

⑬支援の必要な子ども達への教育（地域学校教育課） 

町内の学校園における体制の説明と、地域機関との連携体制に

ついて 

②公式ホームページや公式SNSを活用しよう！（企画課） 

町の公式ホームページや公式LINEなどの便利な機能を使って、 

まちの情報をかしこくゲットしよう 

⑥なぜ「下水道」は必要なの？（上下水道課） 

下水道の仕組みやはたらきについて 

②空き家対策について（都市計画課） 

空き家を放置するとどうなるの？わが家の終活、地域でできるこ

とについて考えてみましょう 

 

⑧特殊詐欺のはなし（危機管理課：外部講師） 

近年増加している特殊詐欺の手口や気をつけるポイントについ

て警察署員がおはなしします 

②防災×福祉（危機管理課＆保険課） 

支援が必要な人も含めみんなで避難できる地域づくりについて 

⑥健康のはなし（保険課・健康福祉課・こども課・教育総務課） 

フレイル予防や健診の結果の見方、親子の健康について 

栄養や歯科保健について 

１．誰もが安心して安全に暮らせるふるさと 

３．多様な個性と夢をみんなでつなぐふるさと 

⑪コミュニティ・スクールとは（地域学校教育課） 

学校と地域が連携協力した「地域とともにある学校」への取り

組みについて 

④みんなでごみを減らそう（産業環境課） 

家庭で気軽に始められるごみの減量、環境にやさしいリサイクル 

⑩少年の健全育成に向けて（地域学校教育課） 

少年の問題行動における課題と現状の説明と、地域の関係機関

との連携協力体制について 

２．身近な自然環境と快適な住環境が調和したふるさと 

④知っておきたい「医療保険」と「年金」（保険課） 

「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」と「国民年金」の仕組み

と手続き 


